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 １ 長期優良住宅法の概要  

 
   長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅

の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成２１年６月４日

に施行されます。 
   法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン  

減税（所得税、個人住民税）、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることが

できます。 
 
 

 ２ 津山市における長期優良住宅の認定手続き  

 ①手続フロー 
    申請手続きには④パターンありますが、例として申請者(建築主)が特定行政庁及び建築主事宛へ申請

する手続きがあります。 
申請方法の例【 ケース④ 長期優良住宅申請＋建築確認申請】 

申請者(建築主)  
 
認定申請 
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確認済証 

 

 

 

 

  津山市 

 

 

 

 

 

 

長期優良住宅申請(正･副 2部) 
（添付書類） 
 ・規則第1号様式(1～4面) 
 ・維持保全計画 
 ・設計内容説明欄 
 ・委任状 
 ・地区計画(津山市東一宮地区の
み)⇒受付印の写しが必要 

 ・岡山県景観計画(県景観法:津山市
全域)⇒受理通知書の写しが必
要 

 ・各種図面(付近見取図等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
建築確認申請(正･副 2部) 
 

 

建築主事 
消防同意 
 
 
 同意 

 

消防 

 

※認定通知を受けなければ工事着手することは出来ません。 



 
考えられる申請方法【４パターン】 
  申請者 → 津山市 
     認 定 申 請 

 （事前審査の有無） 
有 「○ 無 「

    建 築 確 認 
 （同時申請の有無）
有 「○ 無 「

       各審査の実施主体 

 ｹｰｽ① 
○ × 

 長期優良住宅の性能等審査：登録住宅性能評価機関 
 建築確認：別途必要、 
      指定確認検査機関又は建築主事 

 ｹｰｽ② 
× × 

 長期優良住宅の性能等審査:津山市 
 建築確認：別途必要、 
     指定確認検査機関又は建築主事 

 ｹｰｽ③          ○          ○ 
 長期優良住宅の性能等審査：登録住宅性能評価機関 
 建築確認：建築主事 

 ｹｰｽ④          ×          ○ 
 長期優良住宅の性能等審査：津山市 
 建築確認：建築主事 

 
 
  ②岡山県内の登録住宅性能評価機関【平成21年5月1日時点】 
         機関名称         電話番号  

 岡山県建築住宅センター株式会社本社  086-227-3266 

 岡山県建築住宅センター株式会社倉敷営業所  086-426-5551 
 日本ERI株式会社岡山支店  086-242-5515 
 ハウスプラス中国住宅保証株式会社岡山支店  086-236-1344 
 ハウスプラス中国住宅保証株式会社倉敷支店  086-430-4405 

   ※１  一覧表は５０音順です。  
   ※２  評価協会（一般社団法人住宅性能評価・表示協会）では、長期優良住宅の事前審査に関して

「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員

機関による長期優良住宅の事前審査業務に関する行動基準を定めています。  
 
 
  3 登録住宅性能評価機関による事前審査項目 

 
    登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な認定基準項目は次のとおりとなります。 
  ■劣化対策（構造の腐食、腐朽及び摩損の防止） 
  ■耐震性（地震に対する安全性の確保） 
  ■維持管理・更新の容易性（構造及び設備の変更を容易にするための措置） 
  ■可変性（維持保全を容易にするための措置） 
  ■バリアフリー性（高齢者の利用上の利便性及び安全性） ⇒ 共同住宅のみ 



  ■省エネルギー性（エネルギーの使用の効率性） 
  ■居住環境（居住環境の維持及び向上への配慮） 
  ■住宅の面積（住宅の規模） 
  ■維持保全計画（建築後の住宅の維持保全） 
    ■資金計画（資金計画） 
 
 
  ４ 津山市内の認定基準  
 
   津山市の長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があり 
  ます。 
      性能項目等              認定基準 

 長 
 期 
 使 
 用 
 構 
 造 
 等 

 劣化対策 
 耐震性 
 維持管理・更新の容易性 
 可変性 
 高齢者等対策 
 省エネルギー性 

 

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 

 （平成21年国土交通省告示第209号） 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 

 住宅の規模  [戸建住宅]７５㎡以上  [共同住宅]５５㎡以上 
 ただし、少なくとも１の階の床面積が４０㎡以上（階段部分 
 を除く） 

 居住環境  津山市内の居住環境基準の取扱い 
 ・地区計画(津山市東一宮地区) ⇒受付印の写しが必要 

 ・大規模行為届出対象となる住宅 ⇒ 受理通知書の 
写しが必要。 

※ 居住環境基準には都市計画法・住宅地区改良法等により認定

できない区域が定めてあります。 

（ただし、許可等により認定可能となる場合があります。） 

 維持保全計画  長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 
 （平成21年国土交通省告示第209号） 
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 

 資金計画 

 
 



  ５ 津山市内の居住環境基準の取扱い 
   長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたもので

あるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。 
   認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。 
  ※居住環境基準には認定できない区域（原則下記の③の区域）があります。認定できない区域内では、他

の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。  
  ※下記の基準は津山市の基準であり、他の所管行政庁の基準は異なりますのでご注意ください。 
  ①申請される住宅が地区計画の区域内にある場合 

    下記の地区計画に定められた建築物に関する事項（建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に

ついての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。）

を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、認定できません。 
      ・津山市東一宮地区 

 
  ②申請される住宅が景観計画の区域内にある場合  

    景観法に基づき岡山県景観条例に定められた大規模行為届出対象となる住宅について建築物に関する事

項（建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。）を認定の基準とし、当

該計画に適合しない場合は、認定できません。 
      ・高さ13m又は建築面積1,000㎡を超える建築物 
 
  ③都市計画施設等の区域内における取扱い  

    下記の区域内においては、原則認定はできません。（ただし、長期にわたる立地が想定されていることが

各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。） 
   ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域（該当地区なし） 
   ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域（公園、都市計画道路等） 
   ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域（アルネ津山周辺、アリコベール周辺） 
   ・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域（該当地区なし） 

・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域 

                                     （該当地区なし） 
 
 なお、都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。   

 申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、お問合せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 津山市の申請手数料の概要 
 
 １ 長期優良住宅建築等計画の当初認定の申請に対する審査 
   （長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下､｢法｣という。）第５条第１～３項申請） 

 
   (1) 適合証（登録住宅性能評価機関が交付する長期優良住宅の基準に適合することを証する書面）の提

出があった場合 
    【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
     ・ 一戸建ての住宅 ６，１００円  
     ・ 共同住宅等   別表１の額 ÷ 認定申請戸数 × 認定戸数  

 
   (2) 適合証の提出がなかった場合 
    【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
     ・ 一戸建ての住宅 ４６，１００円 
     ・ 共同住宅等   別表２の額 ÷ 認定申請戸数 × 認定戸数  
 
 ２ 長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査（法第８条） 
   (1) 長期使用構造等の基準（法第６条第１項第１号）に係る変更がある場合 
    ア 適合証の提出があった場合 
     【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
      ・ 一戸建ての住宅 ３，０００円 
      ・ 共同住宅等   別表１の額 × １／２ ÷ 認定申請戸数 × 認定戸数  

 
    イ 適合証の提出がなかった場合 
     【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
      ・ 一戸建ての住宅 ２３，０００円 
      ・ 共同住宅   別表２の床面積（※１）の区分に応じた額 ÷ 認定申請戸数 ×  

認定戸数 
                ※１変更に係る部分の床面積の２分の１を乗じた面積 
                （増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積） 
 
   (2) 長期使用構造等の基準（法第６条第１項第１号）に係る変更がない場合 
    【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
     ・ 一戸建ての住宅 ３，０００円 
     ・ 共同住宅等   別表１の額 × １／２ ÷ 認定申請戸数 × 認定戸数 
 
 
 
 



 
３ 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に際して、建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に

適合するかどうかの審査の申出があった場合の取扱い（法第６条第２項） 
  【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
       認定手数料＝認定基準等審査事務分＋通常の建築確認手数料＋必要な場合は構造計算適合性判定

（以下､「適判」という。）手数料 
   上記１，２のそれぞれの額＋ 
   申請に係る建築物について建築確認（必要な場合は適判分を含む）の申請があったものとみなした

場合の手数料の額 ÷ 認定申請戸数 × 認定戸数 
 
４ 譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画の変更の申請に対する審査（法第９条） 
  【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
   ３，０００円 
 
５ 長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査（法第10条） 
  【１申請当たり（１戸当たり）手数料】 
   ３，０００円 

 

   別表１ 

 延  床  面  積 金額（円） 
            ～    ５００㎡以内         １２，３００

     ５００㎡超  ～  １，０００㎡以内         ２１，８００

   １，０００㎡超  ～  ３，０００㎡以内         ３１，４００

   ３，０００㎡超  ～  ５，０００㎡以内         ５８，８００

   ５，０００㎡超  ～ １０，０００㎡以内       １０１，２００

  １０，０００㎡超  ～ ２０，０００㎡以内       １６６，９００

  ２０，０００㎡超  ～ ３０，０００㎡以内       ２０５，３００

  ３０，０００㎡超  ～       ２１８，９００

 

別表２ 

 延  床  面  積 金額（円） 
            ～    ５００㎡以内       １０８，８００

     ５００㎡超  ～  １，０００㎡以内       １７４，１００

   １，０００㎡超  ～  ３，０００㎡以内       ３４４，２００

   ３，０００㎡超  ～  ５，０００㎡以内       ６１６，５００

   ５，０００㎡超  ～ １０，０００㎡以内   １，０６０，０００

  １０，０００㎡超  ～ ２０，０００㎡以内   １，９６１，２００

  ２０，０００㎡超  ～ ３０，０００㎡以内   ２，８０２，３００

  ３０，０００㎡超  ～   ３，４３２，９００
 
 


